
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
矩形の表示領域の対向する２辺の両側に沿って設けられたデータ駆動回路及び他の対向す
る２辺に沿って設けられたゲート駆動回路を備える液晶表示部と、表示領域に色度が異な
る光を順次入射するように配置された色時分割入射光学系と、液晶表示部と色時分割入射
光学系とを所定の条件で同期する同期部とを備え、液晶表示部のゲート駆動回路が複数に
分割して形成されているとともに、データ駆動回路の各々から延びる各々のデータ線群が
、複数に分割されたゲート駆動回路の各々において電気的に分離されている液晶表示装置
を駆動する方法であって、
ゲート駆動回路の各々が 走査しながらリセットを行

とともに
一のゲート駆動回路の 走査が終了した後に、他のゲート駆動回路が書き込み
を開始し、
色時分割入射光学系が液晶表示部の全面を走査しながら点灯し、
同期部がゲート駆動回路の各々が行う走査タイミング、光源の輝度の立ち上がり特性、及
びパネル面内での表示むらの発生に基づいて、走査線の走査と光源の入射タイミングとを
同期させる
ことを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。
【請求項２】
矩形の表示領域の対向する２辺の両側に沿って設けられたデータ駆動回路及び他の対向す
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る２辺に沿って設けられたゲート駆動回路を備える液晶表示部と、表示領域に一定時間の
暗い状態を挟んだ点滅光を入射するように配置された明暗点滅入射光学系と、液晶表示部
と明暗点滅入射光学系とを所定の条件で同期させる同期部とを備え、液晶表示部のゲート
駆動回路が複数に分割して形成されているとともに、データ駆動回路の各々から延びる各
々のデータ線群が、複数に分割されたゲート駆動回路の各々において電気的に分離されて
いる液晶表示装置を駆動する方法であって、
ゲート駆動回路の各々が 走査しながらリセットを行

とともに
一のゲート駆動回路の 走査が終了した後に、他のゲート駆動回路が書き込み
を開始し、
明暗点滅入射光学系が液晶表示部の全面を走査しながら点灯し、
同期部がゲート駆動回路の各々が行う走査タイミング、光源の輝度の立ち上がり特性、及
びパネル面内での表示むらの発生に基づいて、走査線の走査と光源の入射タイミングとを
同期させる
ことを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶表示装置の駆動方法に関し、特に、実質的に表示に使用できる期間が長い
液晶表示装置の駆動方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、液晶表示素子は、その殆どがツイスティッドネマチック（ＴＮ）型表示方式のもの
である。このＴＮ型表示方式の液晶表示素子は、ネマチック液晶組成物を利用しており、
大きく２つに分けられる。そのうちの１つは、各画素にスイッチング素子を設けたアクテ
ィブマトリクス方式であり、例えば、ＴＮ型表示方式に薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈ
ｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）を用いたもの（ＴＮ－ＴＦＴ方式）が知られて
いる。他の１つは、ＳＴＮ（Ｓｕｐｅｒ　Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）方式である
。このＳＴＮ方式は、従来のＴＮ型を用いた単純マトリクス方式に比べてコントラストお
よび視角依存性については改良されているものの、応答速度が遅いので動画表示には適し
ていない。また、ＴＦＴを用いたアクティブマトリクス方式に比べて表示品位が低いとい
う欠点がある。このような結果、現在では、ＴＮ－ＴＦＴ方式が市場の主流となっている
。
【０００３】
一方、更なる高画質化の要求により、視野角を改善した方法が研究開発され実用化に至っ
ている。その結果、現在の高性能液晶ディスプレイの主流は、ＴＮモードに補償フィルム
を使用した方式、あるいはイン・プレーン・スイッチング（ＩＰＳ：Ｉｎ　Ｐｌａｎｅ　
Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モード、あるいはマルチドメイン・バーティカル・アライン（ＭＶ
Ａ：Ｍｕｌｔｉ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｖｅｒｔｉｃａ１　Ａｌｉｇｎｅｄ）モードのＴＦＴ方
式アクティブマトリクス液晶表示装置の３種類となっている。これらのアクティブマトリ
クス液晶表示装置では、通常、画像信号が３０Ｈｚで正負の書き込みをするため６０Ｈｚ
で書き換えられ、１フィールドの時間は、約１６．７ｍｓ（ミリ秒）である（正負双方の
フィールドの合訃時間は、１フレームと呼ばれ約３３．３ｍｓである）。これに対し、現
状の液晶の応答速度は、最も早い状態でもこのフレーム時間程度である。このため、動画
からなる映像信号を表示する場合や、高速なコンピュータ画像を表示する場合や、高速な
ゲーム画像を表示する場合には、現在のフレーム時間より早い応答速度が必要とされる。
【０００４】
一方、更なる高精細化を目指すために、液晶表示装置の照明光であるバックライトを、赤
・緑・青と時間的に切り替えるフィールドシーケンシャル（時分割）カラー液晶表示装置
も検討されている。この方式では、カラーフィルタを空間的に配置する必要が無いため、
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従来の３倍の高精細化が可能である。フィールドシーケンシャル液晶表示装置では、１フ
ィールドの１／３の時間で１色を表示する必要があるので、表示に使用できる時間は約５
ｍｓ程度となる。従って、液晶自身は、５ｍｓより早く応答することが求められる。この
ような高速応答を実現できる液晶として、強誘電性液晶や反強誘電性液晶のような自発分
極を有する波晶が検討されている。また、ネマチック液晶においても、誘電異方性を大き
くしたり、粘性を低くしたり、薄膜化したり、液晶配向をパイ型の配向等に変更したりす
ることや、駆動電圧波形を工夫することにより高速化が検討されている。
【０００５】
ここで、アクティブマトリクス液晶表示素子で実際に液晶部に電圧および電荷が書き込ま
れる時間は、各走査線の選択時間（書き込み時間）のみである。この時間は、１０００本
のラインを有し、１フィールド時間で普通に書き込む場合、１６．７μｓ（マイクロ秒）
であり、特に、フィールドシーケンシャル駆動を行った場合は約５μｓである。現状では
、この時間内に応答が終了する液晶若しくは液晶の使用形態は、ほとんど存在しない。上
述の自発分極を有する液晶や高速化したネマチック液晶においても、このような速い応答
をする素子は知られていない。その結果、信号の書き込み終了後に液晶が応答し、次のよ
うな問題が発生する。まず、自発分極を有する液晶では、自発分極の回転による反電場が
発生し、液晶層両端の電圧が急激に低下する。このため液晶層両端に書き込んだ電圧は大
きく変化する。一方、高速ネマチック液晶でも誘電率の異方性による液晶層の容量変化が
極めて大きくなるため、液晶層に書き込み保持されるべき保持電圧に変化が起きる。この
ような保持電圧の低下、すなわち、実効印加電圧の低下は、書き込み不足のためコントラ
ストを低下させる。また、同じ信号を書き込みつづけた場合、保持電圧が低下しなくなる
まで輝度が変化を続け、安定した輝度を得るのに数フレームを要してしまう。
【０００６】
更には、ジャパニーズ・アプライド・フィジックスの第３６巻のパート１ナンバー２の７
２０頁～７２９頁に示されるように、画像信号が変化し信号電圧の絶対値が変化したフレ
ームから同じ画像信号を数フレームに渡って書き込み続けた場合に「ステップ応答」と呼
ばれる現象が見られる。この現象は、同じ振幅のＡＣ駆動の信号電圧に対し、数フレーム
に渡り透過率が明暗の振動をする現象であり、この後に一定の透過光量に安定する。この
現象の例を、図２４に模式図で示す。図２４（ａ）はデータ電圧の波形図、図２４（ｂ）
はゲート電圧の波形図、図２４（ｃ）はその時の透過率の波形図である。透過率はＡＣ駆
動時にステップ応答後安定する。安定した時の透過率を２点銀線で、最暗時の透過率を一
点銀線で示している。
【０００７】
また、図２５は、図２４の駆動での走査線毎のタイミングチャートであり、正の表示期間
１０２および負の表示期間１０４の濃淡は、図２４（ｃ）の透過率に基づく輝度を模式的
に示している。また、図中に１フィールド時間である１６．７ｍｓの時間を矢印で示した
。この図では６本の走査線を想定しており、上の走査線から順次、正の書き込み１０１を
行い、正の表示１０２を得た後、再び上の走査線から順次、負の書き込み１０３を行い、
負の表示１０４を得る。各走査線に対し、正の書き込み１０１と正の表示１０２の期間と
を加えたものが第１フィールド、負の書き込み１０３と負の表示１０４の期間とを加えた
ものが第２フィールドであり、両フィールドの合計が１フレームとなる。
さて、図２４（ａ）のデータ電圧を印加し、図２４（ｂ）のゲート電圧でＴＦＴスイッチ
をオンすると、図２４（ｃ）のようにフィールド毎に透過率が明暗の振動をする。このよ
うな透過率の振動は、フリッカとして観察され、表示の品位の劣化を招く。また、この図
では、信号電圧印加後２フレーム目（４フィールド）で一定の透過率に落ち着いている。
その結果、輝度変化も図２５のように振動する。このように、高速応答液晶を使用しても
、実際の輝度の安定には数フレームを必要とするため、表示画像の高速性が失われてしま
う。
【０００８】
一方、アクティブマトリクス駆動では液晶応答後の透過率は印加した信号電圧ではなく、
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液晶応答後の液晶容量に蓄えられた電荷量によって決まる。アクティブ駆動では保持され
た電荷で液晶を応答させる定電荷駆動であるためである。アクティブ素子から供給される
電荷量は、微小なリーク等を無視すると、所定の信号書き込み以前の蓄積電荷と、新規に
書き込んだ書き込み電荷とによって決定される。また、液晶が応答した後の蓄積電荷は、
液晶の物性定数および電気的パラメータおよび蓄積容量等の画家設計値によっても変化す
る。このため、信号電圧と透過率の対応を取るには、（１）信号電圧と書き込み電荷の対
応、（２）書き込み以前の蓄積電荷、（３）応答後の蓄積電荷の計算を行うための情報と
実際の計算等が必要となる。この結果、（２）を全画面に渡って記憶するためのフレーム
メモリや、（１）や（３）の計算部が必要となる。これは、システムの部品数の増大を招
き好ましくない。
【０００９】
これらの問題を解決する方法として、新規データ書き込みの前に所定の液晶状態に揃える
ようなリセット電圧を印加するリセットパルス法が、しばしば用いられる。一例として、
アイ・ディー・アール・シー１９９７のＬ－６６頁からＬ－６９頁に記載の技術について
述べる。この文献では、ネマチック液晶の配向をパイ型の配向とし補償フィルムを付加し
たＯＣＢ（オプティカリ・コンペンセイテッド・バイリフリジェンス）モードを使用して
いる。この液晶モードの応答速度は約２ミリ秒から５ミリ秒とされ、従来のＴＮモードよ
り格段に速い。その結果、本来１フレーム内で応答が終了するはずであるが、前述のよう
に、液晶の応答による誘電率の変化により保持電圧の大幅な低下が起こり安定な透過率が
得られるまで数フレームを要する。そこで、１フレーム内で白表示の書き込み後必ず黒表
示を書き込む方法を、図２６（上記文献の第５図）に示す。横軸は時間であり、縦軸は輝
度である。点線が通常の駆動の場合の輝度変化であり、３フレーム目で安定な輝度に到達
している。このリセットパルス法によれば、新規データ書き込み時には必ず所定の状態と
なっているため、書き込んだ一定信号電圧に対し一定透過率という１対１の対応が見られ
る。この１対１対応により、駆動用の信号の発生は非常に簡便となると同時に、前回の書
き込み情報を記憶しておくフレームメモリ等の手段がいらなくなる。
【００１０】
また、他のリセット電圧の印加の仕方として、一定の画像信号に対し正および負のデータ
信号電圧を生成し、正（負）を印加した後、負（正）を印加し、その後にリセット電圧を
印加する方法が用いられている。この場合、単純に振幅の等しい正負のデータ信号電圧を
印加すると、前述の「ステップ応答」が生じてしまう。そこで、図２７，パ図２８のよう
なデータ信号電圧の印加が行われる。
【００１１】
図２７はデータ竃圧の波形図、図２８はその時の透過率の波形図である。図で点線で示し
た波形は、振幅の等しいデータ電圧の波形およびそれを印加した時の透過率の波形である
。尚、これらの図では簡単化のために、データ電圧はコモン電圧を差し引いて示している
（実際にはコモン電圧が図の０ボルト電圧の位置に相当する）。「ステップ応答」を防ぐ
ためには、フレーム初期のデータ電圧（ここでは正のデータ竃圧）の振幅を低く設定し、
フレーム後半のデータ電圧（ここでは負のデータ電圧）の振幅は点線の波形と同様とする
。これによりステップ応答が阻止され、図２８に示すように、フレーム前半・後半ともに
同じ透過率が得られる。この後、フレーム終了時にリセットを行う事により、必ず所定の
リセットされた液晶状態に揃えられる。次のフレームでは新規に同様の波形を印加する事
で、一定の信号電圧に対し一定の透過率という１対１の対応が見られる。また、ここでは
リセット電圧をコモン電圧に対し０ボルトとしているが、これは液晶表示モードやリセッ
トで実現したい所定の伏態によって異なる。
【００１２】
更に、これらのリセット駆動による方法は、各走査線のリセットをフィールド内のどのタ
イミングで行うかという条件で大きく２種類に分類される。すなわち、バネル全面のすべ
ての走査線を一度にリセットする方法（以下、全面一括リセット）と、走査書込みと同様
に各走査線、もしくは、走査線を複数集めた走査線ブロックを走査しながらジセットする
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方法（以下、走査リセット）である。全面一括リセットは、リセット時に全ての走査線が
同じブロックとなった走査リセットとみなすことも出来る（しかし、この考え方ではリセ
ットの走査が生じないので走査リセットと全面一括リセットは別の分類とする）。
【００１３】
図２９，図３０に各々のリセット方法での走査線毎のタイミングチャートを示す。図２９
は、全面一括リセットでの走査線毎のタイミングチャートであり、図３０は走査リセット
での走査線毎のタイミングチャートである。横軸が時間で、縦軸は走査線方向を表す。書
き込み期間、応答期間、表示期間、リセット期間の各期間が示されている。図２９，図３
０共に、書き込み期間には走査線を順に（ここでは上から下へ）走査しながら書き込みが
行われる。書き込み期間（必要に応じＴｗと略す）は、各走査線の書き込みに必要な時間
ｔｗを走査線の本数ｎで掛けたもので表され、Ｔｗ＝ｎ×ｔｗである。その後、液晶の応
答がほぼ安定するまでの応答期間（必要に応じてＴｍと略す）が存在する。次に、液晶の
応答が安定しリセットが始まるまでの表示専用の期間（必要に応じてＴｄと略す）が続く
。リセットが始まると図２９と図３０では大きな違いが生じる。すなわち、図２９の全面
一括リセットでは、全ての走査線を同時にリセットする。リセット期間（必要に応じてＴ
ｒと略す）は、リセットの書き込みに必要な時間と液晶が所定の状態にほぼ落ち着くまで
の時間の和である。一方、図３０の走査リセットでは、走査線を順に走査してリセットす
る。この結果、図３０の走査リセット方式では、リセット期間Ｔｒと書き込み期間Ｔｗは
、かなり部分で重なっている。このように走査リセット方式の方が時間配分に無駄が無い
。
【００１４】
また、これらのステップ応答等の問題を解決する別の手段として、エーエムエルシーディ
ー９７のダイジェストの１１９頁から１２２頁に示される「疑似ＤＣ駆動」という駆動方
法が提案されている。この技術を図３１を参照して説明する。図３１は図２４と同様に、
図３１（ａ）はデータ電圧の波形図、図３１（ｂ）はゲート電圧の波形図、図３１（ｃ）
はその時の透過率の波形図である。また、図３２は走査線毎のタイミングチャートであり
、正および負の表示期間１０２，１０４の濃淡は、図３１（ｃ）の透過率に基づく輝度を
表わす。
【００１５】
また、図３２中に１６．７ｍｓの時間を矢印で示した。文献内の記載では、１６．７ｍｓ
を１フレーム時間と定義しているが、この定義は一般的でないので本明細書内の図では変
更している（文献に記載の１フレーム時間は、本明細書で通常の従来の技術に対していう
ところの１フィールド時間に相当する）。「疑似ＤＣ駆動」では通常の図２４に示される
ＡＣ駆動と異なり、複数のフィールドの間、同じ符号のデータ電圧が印加され続ける。複
数フィールド後に、データ電圧の符号が反転され、電気的な偏りを無くす。図３１では、
４フィールドの正の書き込み後、４フィールドの負の書き込みが行われて一つの画像信号
の表示が終わる。走査線毎の書き込みのタイミングは、図３２に示す通りであり、上から
順次正のデータを書き込み、それを４回繰り返した後、上から順次負のデータを書込む事
を４回繰り返す。この方法では、印加した一定のＤＣ電圧と液晶の両端の保持電圧が同じ
となる状態が得られる。その結果、液晶の応答による保持電圧の低下が無く、また、図２
４のＡＣ駆動のように液晶の応答により保持電圧が低下する方法に比べ、最終的な透過率
が高くなる。しかし、この方法での１フレーム時間は、各々の符号の複数フレームを合計
したものとなる。すなわち、図３１の例では、本方式の１フレーム時間は、図２４のフレ
ームの４倍の時間がかかっている。
【００１６】
更には、フィールドシーケンシャルとは異なった日的で光源を点滅する技術が知られてい
る。これは、動画対応を日的としている。これは、ＣＲＴのように蛍光体の特性により高
輝度の後急激に輝度が減少する表示方式をインパルス型，液晶表示装置のように１フィー
ルド期間内で輝度が保持される場合をホールド型と分類した場合の表示特性の解析結果に
基づいてなされている。このような解析は、液晶学会のＬＣＤフオーラム主催のセミナー

10

20

30

40

50

(5) JP 3592205 B2 2004.11.24



「ＬＣＤがＣＲＴモニター市場に食い込むには－動画表示の観点から・・・」の予稿集の
第１頁から第６頁に示されている。その解析の結果、ホールド型で良好な動画表示を行う
には、液晶の応答速度が改善されるだけでは不充分であり、表示光がホールドされるとい
うホールド型の動作方式そのものに起因する問題があることが指摘されている。これを改
善するには、（１）表示光のホールド時間を短くする、（２）表示光を出来るだけ画像の
動きに沿った画面位置に配置する、という二つの方法が考えられる。（１）のホールド時
間を短くする方法として、同じ予稿集の第２０頁から第２３頁には、補償板を使用したπ
セル構造を用い高速化したＬＣＤでバックライト光源を点滅して表示した技術が示されて
いる。また、バックライト光源は定常的に点灯し、リセット状態を挿入することによりホ
ールド時間を短くする技術に関しても述べられている。
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
上述の疑似ＤＣ駆動では、ＡＣ駆動に比べて長いフレーム時間（図３１および図３２では
ＡＣ駆動の４倍）を必要とし、高速応答性を欠かせない。また、その結果として、図３２
の濃淡で輝度を示したような通常のフレーム時間（１６．７ｍｓ）の数倍で振動する長周
期のフリッカを生じる。これらの結果、動画に対応した表示が困難であるという問題があ
った。
【００１８】
また、書き込み前後の蓄積電荷を比較する方法では、前述のように、フレームメモリに加
え比較演算部等が必要であり、システムの増大を招くという問題があった。
【００１９】
更には、リセット法では、１フィールド期間中に、書き込み期間，応答期間（書き込み後
に応答が安定するまでの時間），リセット期間（リセットの書き込みとリセットにより一
定伏態に落ち着くまでの時間）等が存在する。実質的に表示使用できる期間は、１フィー
ルド時間からこれらの期間を除いた時間となる。この結果、リセットパルス法では、リセ
ット期間分、表示に使用できる時間が短くなってしまうという問題があった。
【００２０】
更には、リセット期間分、走査期間が短くなるという問題が生じる。通常、走査期間（書
き込み時間）は、フレーム時間の半分の時間であるフィールド時間を走査線本数で割った
ものにほぼ等しい。しかし、フィールド時間中にリセット期間が設けられると、図２９の
ように走査期間は、フィールド時間からリセット時間を引いたものを走査線本数で割った
ものとなる。この結果、リセットにより走査期間が短くなる。このリセット期間が走査期
間に影響を与えないようにするためにインターレス駆動とリセットを組み合わせる手法が
、例えば、特開平４－１８６２１７号公報に示されている。この方法では、インターレス
モードでＦＬＣ（強誘電性液晶）パネルを駆動し、非表示期間にある走査線をリセットす
る。これにより、リセット期間を設けた事による走査期間の減少が若干防がれる。また、
隣り合うラインのリセットの周期がずれるため、平均化によりフリッカが減少すると考え
られる。しかし、この方法でも、やはりリセット期間分、表示に使用できる時間が短くな
ってしまうという問題があった。
【００２１】
このような表示期間の減少はフイールドシーケンシャル表示では特に深刻であり、輝度の
確保が極めて困難となる。
【００２２】
更には、リセットによりパネル面内で輝度ムラが生じることがある。この点についての対
策は、特願平１０－０４１６８９号公報で記載された技術等により若干改善することが可
能である。
【００２３】
そこで、本発明の目的は、上記問題を解決すべく、実質的に表示に使用できる期間が長い
液晶表示装置の駆動方法を提供することにある。
【００２４】
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また、本発明の他の目的は、光の利用率が高い液晶表示装置の駆動方法を提供することに
ある。
【００２５】
更に、本発明の他の目的は、光源との連動が容易な液晶表示装置の駆動方法を提供するこ
とにある。
【００２６】
また更に、本発明の他の目的は、液晶表示部の駆動方法と光学系の点灯方法を同期させた
液晶表示装置の駆動方法を提供することにある。
【００２７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明は、矩形の表示領域の対向する２辺の両側に沿って設
けられたデータ駆動回路及び他の対向する２辺に沿って設けられたゲート駆動回路を備え
る液晶表示部と、表示領域に色度が異なる光を順次入射するように配置された色時分割入
射光学系と、液晶表示部と色時分割入射光学系とを所定の条件で同期する同期部とを備え
、液晶表示部のゲート駆動回路が複数に分割して形成されているとともに、データ駆動回
路の各々から延びる各々のデータ線群が、複数に分割されたゲート駆動回路の各々におい
て電気的に分離されている液晶表示装置を駆動する方法であって、ゲート駆動回路の各々
がリセットを一括して行うとともに、全てのゲート駆動回路がほぼ同時に書き込みを開始
し、色時分割入射光学系が液晶表示部の全面を一括して点灯並びに消灯し、同期部がゲー
ト駆動回路の各々が行う走査タイミング、光源の輝度の立ち上がり特性、及びパネル面内
での表示むらの発生に基づいて、走査線の走査と光源の入射タイミングとを同期させるこ
とを特徴とする液晶表示装置の駆動方法を提供する。
【００２８】
上記目的を達成するために、本発明は、矩形の表示領域の対向する２辺の両側に沿って設
けられたデータ駆動回路及び他の対向する２辺に沿って設けられたゲート駆動回路を備え
る液晶表示部と、表示領域に一定時間の暗い状態を挟んだ点滅光を入射するように配置さ
れた明暗点滅入射光学系と、液晶表示部と明暗点滅入射光学系とを所定の条件で同期させ
る同期部とを備え、液晶表示部のゲート駆動回路が複数に分割して形成されているととも
に、データ駆動回路の各々から延びる各々のデータ線群が、複数に分割されたゲート駆動
回路の各々において電気的に分離されている液晶表示装置を駆動する方法であって、ゲー
ト駆動回路の各々がリセットを一括して行うとともに、互いに書き込みをほぼ同時に開始
し、明暗点滅入射光学系が液晶表示部の全面を一括して点灯並びに消灯し、同期部がゲー
ト駆動回路の各々が行う走査タイミング、光源の輝度の立ち上がり特性、及びパネル面内
での表示むらの発生に基づいて、走査線の走査タイミングと光源の点滅タイミングとを同
期させることを特徴とする液晶表示装置の駆動方法を提供する。
【００２９】
上記目的を達成するために、本発明は、矩形の表示領域の対向する２辺の両側に沿って設
けられたデータ駆動回路及び他の対向する２辺に沿って設けられたゲート駆動回路を備え
る液晶表示部と、表示領域に色度が異なる光を順次入射するように配置された色時分割入
射光学系と、液晶表示部と色時分割入射光学系とを所定の条件で同期する同期部とを備え
、液晶表示部のゲート駆動回路が複数に分割して形成されているとともに、データ駆動回
路の各々から延びる各々のデータ線群が、複数に分割されたゲート駆動回路の各々におい
て電気的に分離されている液晶表示装置を駆動する方法であって、ゲート駆動回路の各々
が走査しながらリセットを行うとともに、一のゲート駆動回路の走査が終了した後に、他
のゲート駆動回路が書き込みを開始し、色時分割入射光学系が液晶表示部の全面を走査し
ながら点灯し、同期部がゲート駆動回路の各々が行う走査タイミング、光源の輝度の立ち
上がり特性、及びパネル面内での表示むらの発生に基づいて、走査線の走査と光源の入射
タイミングとを同期させることを特徴とする液晶表示装置の駆動方法を提供する。
【００３０】
上記目的を達成するために、本発明は、矩形の表示領域の対向する２辺の両側に沿って設
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けられたデータ駆動回路及び他の対向する２辺に沿って設けられたゲート駆動回路を備え
る液晶表示部と、表示領域に一定時間の暗い状態を挟んだ点滅光を入射するように配置さ
れた明暗点滅入射光学系と、液晶表示部と明暗点滅入射光学系とを所定の条件で同期させ
る同期部とを備え、液晶表示部のゲート駆動回路が複数に分割して形成されているととも
に、データ駆動回路の各々から延びる各々のデータ線群が、複数に分割されたゲート駆動
回路の各々において電気的に分離されている液晶表示装置を駆動する方法であって、ゲー
ト駆動回路の各々が走査しながらリセットを行うとともに、一のゲート駆動回路の走査が
終了した後に、他のゲート駆動回路が書き込みを開始し、明暗点滅入射光学系が液晶表示
部の全面を走査しながら点灯し、同期部がゲート駆動回路の各々が行う走査タイミング、
光源の輝度の立ち上がり特性、及びパネル面内での表示むらの発生に基づいて、走査線の
走査と光源の入射タイミングとを同期させることを特徴とする液晶表示装置の駆動方法を
提供する。
【００３１】
上記目的を達成するために、本発明は、矩形の表示領域の対向する２辺の両側に沿って設
けられたデータ駆動回路及び他の対向する２辺に沿って設けられたゲート駆動回路を備え
る液晶表示部と、表示領域に色度が異なる光を順次入射するように配置された色時分割入
射光学系と、液晶表示部と色時分割入射光学系とを所定の条件で同期する同期部とを備え
、液晶表示部のゲート駆動回路が複数に分割して形成されているとともに、データ駆動回
路の各々から延びる各々のデータ線群が、複数に分割されたゲート駆動回路の各々におい
て電気的に分離されている液晶表示装置を駆動する方法であって、色時分割入射光学系が
、他のゲート駆動回路とは異なるタイミングで各ゲート駆動回路のブロック内を一括して
点灯することを特徴とする液晶表示装置の駆動方法を提供する。
【００３２】
上記目的を達成するために、本発明は、矩形の表示領域の対向する２辺の両側に沿って設
けられたデータ駆動回路及び他の対向する２辺に沿って設けられたゲート駆動回路を備え
る液晶表示部と、表示領域に一定時間の暗い状態を挟んだ点滅光を入射するように配置さ
れた明暗点滅入射光学系と、液晶表示部と明暗点滅入射光学系とを所定の条件で同期させ
る同期部とを備え、液晶表示部のゲート駆動回路が複数に分割して形成されているととも
に、データ駆動回路の各々から延びる各々のデータ線群が、複数に分割されたゲート駆動
回路の各々において電気的に分離されている液晶表示装置を駆動する方法であって、明暗
点滅入射光学系が、他のゲート駆動回路とは異なるタイミングで各ゲート駆動回路のブロ
ック内を一括して点灯することを特徴とする液晶表示装置の駆動方法を提供する。
【００３３】
上記目的を達成するために、本発明は、矩形の表示領域の対向する２辺の両側に沿って設
けられたデータ駆動回路及び他の対向する２辺に沿って設けられたゲート駆動回路を備え
る液晶表示部と、表示領域に色度が異なる光を順次入射するように配置された色時分割入
射光学系と、液晶表示部と色時分割入射光学系とを所定の条件で同期する同期部とを備え
、液晶表示部のゲート駆動回路が複数に分割して形成されているとともに、データ駆動回
路の各々から延びる各々のデータ線群が、複数に分割されたゲート駆動回路の各々におい
て電気的に分離されている液晶表示装置を駆動する方法であって、色時分割入射光学系が
、他のゲート駆動回路とは異なるタイミングで、各ゲート駆動回路のブロックを走査しな
がら点灯することを特徴とする液晶表示装置の駆動方法を提供する。
【００３４】
上記目的を達成するために、本発明は、矩形の表示領域の対向する２辺の両側に沿って設
けられたデータ駆動回路及び他の対向する２辺に沿って設けられたゲート駆動回路を備え
る液晶表示部と、表示領域に一定時間の暗い状態を挟んだ点滅光を入射するように配置さ
れた明暗点滅入射光学系と、液晶表示部と明暗点滅入射光学系とを所定の条件で同期させ
る同期部とを備え、液晶表示部のゲート駆動回路が複数に分割して形成されているととも
に、データ駆動回路の各々から延びる各々のデータ線群が、複数に分割されたゲート駆動
回路の各々において電気的に分離されている液晶表示装置を駆動する方法であって、明暗
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点滅入射光学系が、他のゲート駆動回路とは異なるタイミングで、各ゲート駆動回路のブ
ロックを走査しながら点灯することを特徴とする液晶表示装置の駆動方法を提供する。
【００３５】
以上説明したように、本発明の液晶表示装置により、ゲートが分割され、書き込みおよび
リセットの動作に応じ連動して光源が点滅、もしくは、色時分割、を行う事により、表示
時間が増大される。
【００３６】
また、光源の点灯方法がブロック毎の一括点灯か順次走査点灯かに応じて、液晶表示部の
駆動を選択するため、表示期間を増大したり光利用効率を増大することが可能である。
【００３７】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００３８】
まず、本発明の液晶表示装置の実施の形態について説明し、次に、本発明の液晶表示装置
における液晶表示部の実施の形態について説明し、最後に、本発明の液晶表示装置の駆動
方法について説明する。
【００３９】
図１は、本発明の液晶表示装置の第１の実施の形態の構成を示すブロック図である。この
液晶表示装置は、色時分割入射光学系７と液晶表示部８とを備える。色時分割入射光学系
７は、この表示領域に色度が異なる光を順次入射するために配置される。液晶表示部８と
色時分割入射光学系７とは同期部９によって所定の条件で同期される。
【００４０】
図２は、本発明の液晶表示装置の第２の実施の形態の構成を示すブロック図である。この
液晶表示装置は、図１に示した液晶表示装置の第１の実施の形態と同様の液晶表示部８と
、表示領域に一定期間の暗い状態を挟んだ点滅光（明暗光）を入射する明暗点滅入射光学
系１１とが配置され、液晶表示部８と明暗点滅入射光学系１１とは、同期部９によって所
定の条件で同期される。
【００４１】
次に、本発明の液晶表示装置における液晶表示部の実施の形態について説明する。
【００４２】
まず、上述した液晶表示装置の第１の実施の形態を用いて、本発明における液晶表示部の
第１～第６の実施の形態について説明し、次に、上述した本発明の液晶表示装置の第２の
実施の形態を用いて、本発明における液晶表示部の第７～第１２の実施の形態について説
明する。
【００４３】
まず、図３を参照して、本発明における液晶表示部の第１の実施の形態について説明する
。図３は、本発明における液晶表示部の第１の実施の形態の構成を示す概略図である。こ
の液晶表示部は、表示領域および駆動回路からなる。この第１の実施の形態では、液晶表
示装置の表示領域の上下（もしくは左右）の両方にデータ駆動回路１，２があり、各々の
データ駆動回路１，２から延びる各々のデータ線群３，４は、表示領域の上下（もしくは
左右）では電気的に分離している。更に、この上下（もしくは左右）に対応してゲート駆
動回路５，６が上下（もしくは左右）に分割された形伏で表示領域の左または右（もしく
は上または下）に配置される。図３では、ゲート駆動回路５，６はともに、左側に配置さ
れた状態を示しているが、本実施の形態では、ゲート駆動回路５，６はともに右側に配置
されても良い。
【００４４】
次に、図４を参照して、本発明における液晶表示部の第２の実施の形態について説明する
。図４は、本発明における液晶表示部の第２の実施の形態の構成を示す概略図である。こ
の第２の実施の形態では、第１の実施の形態と同様に、本発明の液晶表示装置の第１の実
施の形態を用いているが、液晶表示部の第１の実施の形態では、ゲート駆動回路５，６が
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表示領域の左または右（もしくは上または下）の同じ側に配置されているのに対して、第
２の実施の形態では、図４に示すように、表示領域の左または右（もしくは上または下）
の一方にゲート駆動回路５ａ，６ａを分割して配置し、他方にゲート駆動回路５ｂ，６ｂ
を分割して配置している。データ駆動回路１，２の配置については、第１の実施の形態と
同様である。このように、第２の実施の形態では、ゲート駆動回路５ａ，５ｂ，６ａ，６
ｂが上下（もしくは左右）に分割された形状であるとともに表示領域の左右（もしくは上
下）の両側に配置される。
【００４５】
次に、図５を参照して、本発明における液晶表示部の第３の実施の形態について説明する
。図５は、本発明における波晶表示部の第３の実施の形態の構成を示す概略図である。第
３の実施の形態では、第１または第２の実施の形態と同様に、本発明の液晶表示装置の第
１の実施の形態を用いているが、データ駆動回路１，２が上と下（もしくは左と右）で各
々横（もしくは縦）に複数に分割され、データ駆動回路１ａ，１ｂ，２ａ，２ｂとしてい
る。ゲート駆動回路５ａ，５ｂ，６ａ，６ｂは、上述した第２の実施の形態と同じである
。このように、図５に示した第３の実施の形態は、図４に示した第２の実施の形態におけ
るデータ駆動回路１，２を二つに分割し、データ駆動回路１ａ，１ｂ，２ａ，２ｂとした
場合の例である。また、より多数の分割を行っても構わない。
【００４６】
次に、図６を参照して、本発明における液晶表示部の第４の実施の形態について説明する
。図６は、本発明における液晶表示部の第４の実施の形態の構成を示す概略図である。第
４の実施の形態では、第１～第３の実施の形態において、ゲート駆動回路が更に多数に分
割される。すなわち、第３の実施の形態のゲート駆動回路５ａ，５ｂ，６ａ，６ｂは、第
４の実施の形態では、ゲート駆動回路５ａ－１，５ａ－２，５ｂ－１，５ｂ－２，６ａ－
１，６ａ－２，６ｂ－１，６ｂ－２と分割されている。このように、図６に示した第４の
実施の形態では、ゲート駆動回路を４分割する場合の液晶表示部の一部の例を示す。
【００４７】
次に、図７，図８を参照して、本発明における液晶表示部の第５の実施の形態について説
明する。第５の実施の形態では、上述した第４の実施の形態でデータ線と走査線とが交わ
る点全てにアクティブ素子を配置した場合での動作を考える。例えば、ゲート駆動回路５
ａ－１と５ａ－２とが走査されるタイミングが時間的に重なっていない場合は全く問題が
ない。しかし、時間的に重なっているとデータ信号が数カ所の走査線に嘗き込まれる。そ
こで、データ線と走査線とが交わる交点のうち選択した所定の交点にのみアクティブ素子
を配置する。これが第５の実施の形態である。図７，図８に、図６の一部を拡大し、第５
の実施の形態を適用した例を示す。図７では、市松状にアクティブ素子を配置したが、図
８のように、アクティブ素子を配置する領域としない領域とを各ブロック毎とする方法も
ある。更に、図７と図８とを組み合わせたような構造としても良い。また、配線の配置位
置を適宜変更して開口率が良くなるように変更しても良い。
【００４８】
次に、本発明における液晶表示部の第６の実施の形態では、第５の実施の形態において、
更に、配線の一部もしくは全部を埋設、もしくは、ブリッジ状に設ける、すなわち、別の
層で設ける。この場合、一部を別の層で設け、コンタクトを取って通常の配線層に戻して
も良い。
【００４９】
次に、本発明の液晶表示装置の第２の実施の形態を用いた、本発明における液晶表示部の
第７～第１２の実施の形態について説明する。
【００５０】
本発明における液晶表示部の第７の実施の形態では、図２の液晶表示装置の第２の実施の
形態を用いて、図３で説明した液晶表示部の第１の実施の形態と同様の構成を実現したも
のである。すなわち、第７の実施の形態では、図３に示すように、表示領域の上下（もし
くは左右）の両方にデータ駆動回路１，２があり、各々のデータ駆動回路１，２から延び
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る各々のデータ線群３，４は、表示領域の上下（もしくは左右）では電気的に分離してい
る。更に、この上下（もしくは左右）に対応してゲート駆動回路５，６が上下（もしくは
左右）に分割された形状で表示領域の左または右（もしくは上または下）に配置される。
【００５１】
本発明における液晶表示部の第８の実施の形態では、図２の液晶表示装置の第２の実施の
形態を用いて、図４で説明した液晶表示部の第２の実施の形態と同様の構成を実現したも
のである。すなわち、第８の実施の形態では、図４に示すように、ゲート駆動回路５，６
が上下（もしくは左右）に分割された形状であるとともに表示領域の左右（もしくは上下
）の両側に配置される。
【００５２】
本発明における液晶表示部の第９の実施の形態では、図２の液晶表示装置の第２の実施の
形態を用いて、図５で説明した液晶表示部の第３の実施の形態と同様の構成を実現したも
のである。すなわち、液晶表示部におけるデータ駆動回路が上と下（もしくは左と右）で
各々横（もしくは縦）に複数に分割されている。すなわち、第９の実施の形態では、図５
に示すように、データ駆動回路を二つに分割して、データ駆動回路は１ａ，１ｂ，２ａ，
２ｂとする。また、より多数の分割を行っても構わない。
【００５３】
本発明における液晶表示部の第１０の実施の形態では、図２の液晶表示装置の第２の実施
の形態を用いて、図６で説明した液晶表示部の第４の実施の形態と同様の構成を実現した
ものである。すなわち、第７，第８の実施の形態において、ゲート駆動回路が更に多数に
分割されたものであり、図６に示すように、ゲート駆動回路を４分割し、５ａ－１，５ａ
－２，５ｂ－１，５ｂ－２，６ａ－１，６ａ－２，６ｂ－１，６ｂ－２と分割されている
。
【００５４】
本発明における液晶表示部の第１１の実施の形態では、図２の液晶表示装置の第２の実施
の形態を用いて、図７，図８で説明した液晶表示部の第５の実施の形態と同様の構成を実
現したものである。すなわち、第１１の実施の形態では、第７～１０の実施の形態におい
て、データ線と走査線とが交わる交点のうち選択した所定の交点にのみアクティブ素子を
配置する。
【００５５】
本発明における液晶表示部の第１２の実施の形態では、図２の液晶表示装置の第２の実施
の形態を用いて、図７，８で説明した液晶表示部の第６の実施の形態と同様の構成を実現
したものである。すなわち、第１２の実施の形態では、第７～第１１の実施の形態におい
て、配線の一部もしくは全部を埋設、もしくは、ブリッジ状に設ける、すなわち、別の層
で設けても良い。
【００５６】
以上、本発明の液晶表示装置における液晶表示部の第１～第１２の実施の形態について詳
細に説明してきたが、次に、本発明のアクティブ素子について説明する。本発明のアクテ
ィブ素子としては、ＭＩＭ（ｍｅｔａｌ　ｉｎｓｕｌａｔｏｒ　ｍｅｔａｌ）構造のダイ
オード、ＴＦＴ他のスイッチング素子が考えられる。ＴＦＴの場合は、アモルファスシリ
コン（α－Ｓｉ）でもポリシリコン（ｐｏｌｙ　Ｓｉ）でも他の材料によっても構わない
。また、ＤＲＡＭ基板によるスイッチングを行っても構わない。
【００５７】
また、本発明の駆動回路は、単結晶シリコンを用いて液晶表示のガラス基板と別に作製し
て接続しても良いし、ポリシリコンによりガラス基板上に形成しても良い。駆動回路内の
回路の構成は、以下の駆動方法の実施の形態に応じてシフトレジスタやバッファーやラッ
チやその他の回路により適宜形成される。
【００５８】
まず、本発明の液晶表示装置の駆動方法の実施の形態について説明する前に、図９，図１
０に示した駆動方法のリセット形態を示すタイミングチャートについて説明する。図９で
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は、各ゲート駆動回路の書き込みをほぼ同時にスタートし、図１０では、あるゲート回路
内での走査終了後、次のゲート回路を走査し、パネル全面での順次走査を可能とする。図
９，図１０についての詳細は、後述の実施の形態の中で説明する。
【００５９】
次に、本発明の液晶表示装置の駆動方法の第１～第２９の実施の形態について説明する。
【００６０】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第１の実施の形態では、上述した液晶表示部の第１～
第１２の実施の形態のいずれかを駆動する際、リセットを各ゲート駆動回路内では一括し
て行う。すなわち、前述の全面一括リセットをゲート駆動回路毎に採用する。当然、全て
のゲート駆動回路を同時にリセットすることにより完全な全面一括リセットの形態として
も良い。
【００６１】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第２の実施の形態では、駆動方法の第１の実施の形態
の各ゲート駆動回路のリセツトをほぼ同時にスタートし、ほぼ完全な全面一括リセットの
形態としたものである。
【００６２】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第３の実施の形態では、駆動方法の第１および第２の
実施の形態において、例えば、図１３～図１５（特順平１０－０４１６８９号公報の図１
）のように、第１フイールドでの走査方向を上から下（もしくは左から右）、第２フイー
ルドでの走査方向を下から上（もしくは右から左）とする。このように、走査方向を変え
ることによりパネル面内での輝度分布をなすことが可能である。尚、リセット電圧やデー
タ電圧は、図１４，　図１５に限定されるわけではなく液晶表示モードや駆動の種類によ
り任意に選択が可能である。また、特願平１０－０４１６８９号公報に記載したその他の
方法を適用することも可能である。
【００６３】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第４の実施の形態では、駆動方法の第１～第３の実施
の形態において、各ゲート駆動回路内での各走査線の書き込みを順次走査により行う。
【００６４】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第５の実施の形態では、駆動方法の第４の実施の形態
において、各ゲート駆動回路の書き込みを一定時間ずらして順次にスタートする。この方
法を更に変更し、あるゲート回路内での走査終了後、次のゲート回路を走査することによ
り、パネル全面での順次走査が可能である。
【００６５】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第６の実施の形態では、駆動方法の第４の実施の形態
において、各ゲート駆動回路の書き込みをほぼ同時にスタートする。この場合の駆動のタ
イミングチャートを図９に示している。この方法によると、図２９に示した従来の駆動に
比べ、表示期間が極めて増大できる。
【００６６】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第７の実施の形態では、駆動方法の第１～第３の実施
の形態において、各ゲート駆動回路内での各走査線の書き込みを全走査線ほぼ同時に行う
。これにより更に表示期間の増大が可能である。
【００６７】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第８の実施の形態では、リセットを各ゲート回路内で
走査しながら行う。すなわち、前述の走査リセットをゲート駆動回路毎に採用する。当然
、全てのゲート駆動回路を順にリセットすることにより全面を順に走査する走査リセット
としても良い。
【００６８】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第９の実施の形態では、上述した走査を各走査線毎に
行う。
【００６９】
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本発明の液晶表示装置の駆動方法の第１０の実施の形態では、任意に選ばれた複数の走査
線を１ブロックとしこのブロックを同時にリセットし、またブロックを任意に選択し走査
する。
【００７０】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第１１の実施の形態では、駆動方法の第１０の実施の
形態において、特順平１０－０４１６８９号公報に示した走査方法を適用する。例えば、
図１６～図１８（特願平１０－０４１６８９号公報の図３）のように、第１フィールドで
書き込みを行った第１の走査線群は第２フィールドの終わりにリセットし、第２フィール
ドで第１の走査線群の方向と逆方向から書き込みを行った第２の走査線群は次のフレーム
の第１フィールドの終わりでリセットをする。このように、走査方向を変えることにより
パネル面内での輝度分布を緩和することが可能である。尚、リセット電圧やデータ電圧は
、図１７，図１８に限定されるわけではなく液晶表示モードや駆動の種類により任意に選
択が可能である。更に、特願平１０－０４１６８９号公報に記載したその他の方法を適用
することも可能である。
【００７１】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第１２の実施の形態では、駆動方法の第８～第１１の
実施の形態において各ゲート駆動回路内での各走査線の書き込みを順次走査により行う。
【００７２】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第１３の実施の形態では、駆動方法の第１２の実施の
形態において各ゲート駆動回路の書き込みを一定時間ずらして順次にスタートする。
【００７３】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第１４の実施の形態では、駆動方法の第１３の実施の
形態を更に変更した技術であり、あるゲート回路内での走査終了後、次のゲート回路を走
査する。この方法により、パネル全面での順次走査が可能である。この場合の駆動のタイ
ミングチャートを図１０に示す。タイミングチャートは、見かけ上、図３０と同じとなる
。しかし、ゲート駆動回路が分割されている点で大きく異なる。
【００７４】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第１５の実施の形態では、駆動方法の第１２の実施の
形態において各ゲート駆動回路の書き込みをほぼ同時にスタートする。
【００７５】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第１６の実施の形態では、駆動方法の第８～第１１の
実施の形態において各ゲート駆動回路内での各走査線の書き込みを全走査線ほぼ同時に行
う。これにより更に表示期間の増大が可能である。
【００７６】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第１７の実施の形態では、光学系が液晶表示部全面を
一括して点灯する。
【００７７】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第１８の実施の形態では、光学系が液晶表示部の内、
各ゲート駆動回路毎のブロック内を一括して点灯し、他のゲート駆動回路では異なるタイ
ミングで点灯する。
【００７８】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第１９の実施の形態では、駆動方法の第１～第１６の
実施の形態において、第１７または第１８の実施の形態を行うことである。
【００７９】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第２０の実施の形態は、駆動方法の第１９の実施の形
態のうち、特に、第６または第７の実施の形態を採用した第１７および第１８の実施の形
態である。第２０の実施の形態のうち、第６の実施の形態を採用した第１７の実施の形態
の動作は、以下のようである。
【００８０】
図９のタイミングチャートで書き込みの走査およびリセットが行われる。このため、図２
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９に示した従来の駆動に比べて、書き込みおよび応答に使用される時間が大幅に減少され
る。その結果、表示に使用できる期間が増大する。光源を表示領域全面に一括点灯した場
合、表示に使用できる期間が長いこの実施例の方が高輝度の表示が得られる。このように
光の利用効率が増大する。また、液晶が十分に応答した安定した表示を行うことが可能な
時間が増大しているため、色時分割や明暗の点滅を行う場合に表示の安定した高画質な表
示が可能である。このように光源一括点灯において、第６の実施の形態を採用すると、極
めて効率的な光の利用が可能である。また、高画質な表示が可能となる。第７の実施の形
態を採用すると更に光源一括点灯に向いた効率的な光の利用が可能である。一方、表示期
間を同じ時間とした場合では、各走査線への書き込み時間が増大できる、すなわち、ゲー
ト駆動回路の周波数を低減できる。この双方の効果を併せ持ち、ゲート駆動回路の周波数
を低減しつつ、且つ、表示期間を増大することも可能である。
【００８１】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第２１の実施の形態では、光学系が液晶表示部を走査
しながら点灯する。これは、走査式の光学系と言える。
【００８２】
本発明の波晶表示装置の駆動方法の第２２の実施の形態では、光学系が液晶表示部のうち
、各ゲート駆動回路毎のブロック内を走査して点灯し、他のゲート駆動回路では異なるタ
イミングで点灯する。
【００８３】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第２３の実施の形態では、駆動方法の第１～第１６の
実施の形態において、第２１または第２２の実施の形態を行うことである。
【００８４】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第２４の実施の形態では、駆動方法の第２３の実施の
形態のうち、特に、第１４の実施の形態を採用した第２１および第２２の実施の形態であ
る。第２４の実施の形態のうち、第１４の実施の形態を採用した第２１実施の形態の動作
は、以下のようである。
【００８５】
図１０のタイミングチャートで書き込みの走査およびリセットが行われる。このため、見
かけ上は、図３０に示した従来の駆動と同様となる。しかし、各駆動回路では駆動すべき
走査線本数が減っており、従来の走査線が駆動できない回路での駆動が可能である。これ
により安価で良好な特性の駆動回路が使用できる。一方、液晶表示部の駆動と同期して光
源を表示領域を順に走査して点灯した場合、非常に良好な表示が得られる。このように、
この実施の形態によれば、光源が走査式の場合においても良好な表示が得られる。
【００８６】
本発明の液晶表示装置の第２５の実施の形態では、駆動方法の第１～第２４の実施の形態
において、必要に応じて、走査線の走査のタイミング、および光源の輝度の立上がり特性
を考慮し、且つ、パネル面内での表示むらの発生を考慮して走査線と光源の同期を行う。
同期にはクロックおよび設定された所定クロックのずれを生じさせるためのカウンタが設
けられる。このカウンタとしては、バイナリカウンタやジョンソンカウンタを用いても、
その他の形態のカウンタを用いても構わない。
【００８７】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第２６の実施の形態では、第１～第２５の実施の形態
において、入射光学系による光がデータ駆動回路およびゲート駆動回路の駆動回路部に入
射されないようになっている。この入射しない方法は、遮光層もしくはパターニングされ
たシャッタ層によってもよいし、その他の方法によっても良い。
【００８８】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第２７の実施の形態では、表示領域内のスイッチ部に
光が入射しないような形状の光が入射光学系から液晶表示部に出射される。この形伏とし
ては、ストライプ状，市松状，暗部のドットが点在する形状等が考えられ、また他の形状
でも構わない。
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【００８９】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第２８の実施の形態では、上記の全ての実施の形態に
おいて、データ線の本数を倍とし、走査線の本数を半減する方法を適用する。これにより
、ゲート駆動回路の負担が大幅に減少する。この場合の画索配列の例を図１１に示してい
る。
【００９０】
本発明の液晶表示装置の駆動方法の第２９の実施の形態では、分割された各ゲート駆動回
路と各データ駆動回路により形成される多数の表示領域ブロックから選択されるブロック
を光学系で順次走査する液晶表示装置である。
【００９１】
図１２に、ゲート駆動回路が２分割され、データ駆動回路も２分割されている図４の実施
の形態での例を摸式的に示す。（ａ）は４分割されている左上に光を照射している瞬間で
あり、（ｂ）は右上に照射している瞬間、（ｃ）は左下に照射している瞬間、（ｄ）は右
下に照射している瞬間である。例えば、（ａ）－（ｂ）－（ｃ）－（ｄ）の順で光を走査
する。しかし、この順である必要は全くない。また、この図では、光の走査時の各ブロッ
クが全面点灯されているとしているが、各ブロック内で走査して照射されても良い。更に
は、複数のブロックを同時に照射しても良い。
【００９２】
上述の実施の形態では、図２のように同期部が独立している図しか掲載されていないが、
他の構成としても良い。例えば、同期部を液晶表示部の駆動回路内に設けてもよいし、光
源の駆動回路内に設けても良い。
【００９３】
【実施例】
次に、図面を参照して、本発明の実施例について詳細に説明する。
【００９４】
まず、図１０を参照して、本発明の液晶表示装置の第１の実施例について説明する。図１
９は、本発明の第１の実施例におけるＴＦＴをアレイ状に形成したガラス基板を示す拡大
図である。第１の実施例は、ＯＣＢ（オプティカリー・コンペンセイテッド・バイリフリ
ジェンス）と呼ばれるπセルに補償板を付加し広視野角とした液晶表示素子で液晶表示部
を形成し、本発明を適用した例である。補償板の構成を変化させると、コンプルメンタリ
・πセル・ストラクチャー（ＣＰＳ：Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　ｐｉ－ｃｅｌｌ　ｓ
ｔｒｕｃｔｕｒｅ）モードとする事も可能である。　４８０本のゲートバスライン（走査
電極線）および６４０本のドレインバスライン（信号電極線）はスパッタ法で形成された
クロミウム（Ｃｒ）を用い、線幅を１０μｍとし、ゲート絶縁膜には窒化シリコン（Ｓｉ
Ｎｘ）を用いた。一単位画素の大きさは縦３３０μｍ，横１１０μｍとし、アモルファス
シリコンを用いＴＦＴ（薄膜トランジスタ）を形成し、画素電極は透明電極である酸化イ
ンジウム錫（ＩＴＯ）を用い、スパッタ法で形成した。このように図１９に一部の拡大図
を示すようにＴＦＴをアレイ状に形成したガラス基板を第１の基板とした。この第１の基
板と対向する第２の基板には、クロミウムを用いた遮光膜を形成した後、カラーフィルタ
を染色法によりマトリクス状に形成した。このカラーフィルタの形成時に各色のカラーフ
ィルタは１．５μｍとし３色重ねることで４．５μｍの凹凸構造を得た。更に、カラーフ
ィルタ以外の透明樹脂材料を用い積層することにより厚みが６μｍとなるようにした。更
に、凹凸構造はＴＦＴ基板と対向させた時に、画素開ロ部以外の領域に信号電極線と対向
するように信号電極線３本あたりに１本の割合で形成した。第１および第２の基板に、ス
ピンコート法によりポリアミック酸を塗布し２００℃でベーキングしイミド化しポリイミ
ド膜を形成した。このポリイミド膜上を、レーヨンを使用したパフ布を直径５０ｍｍのロ
ーラーに巻き付け、ローラーの回転数６００ｒｐｍ、ステージ移動速度４０ｍｍ／秒、押
し込み量０．７ｍｍ、ラビング回数２回でパラレルラピンクとなるような方向にラビング
した。接触段差計で測定した配向膜の厚さは約５００Åであり、クリスタルローテーショ
ン法で測定したプレチルト角は７度であった。このような一対のガラス基板の一方に約６

10

20

30

40

50

(15) JP 3592205 B2 2004.11.24



μｍ径の円柱状のガラス製ロッドスペーサを分散させた紫外線硬化性のシール材を塗布し
た。これらの基板をラビング処理方向が互いに平行ラビングとなるように両基板を対向さ
せて配置し非接触で紫外線を照射する処理でシール材を硬化させてギャップ６μｍのパネ
ルを組み立てた。このパネルに、ネマチック液晶を注入した。本実施例では、エス・アイ
・ディー９４・ダイジェストの９２７頁から９３０頁に示されるＯＣＢ（オプティカリ・
コンペンセイティッド・バイリフリジェンス）表示モードと同様の効果が得られるように
設計した補償板を付加した。このようにして作製した液晶パネルに、駆動用のドライバを
取り付け液晶表示部とした。この液晶表示部では、高速・広視野角な表示が得られた。
【００９５】
本発明の第１の実施例における駆動方法では、駆動方法の第２００の実施の形態のうち、
第６の実施の形態を採用した第１７の実施の形態を採用した。入射光源として、通常の液
晶ディスプレイで用いられる全面に光を入射するバックライトを用い、インバータ回路の
改造により明暗の点滅を行えるようにした。この方法により、従来の液晶学会のＬＣＤフ
オーラム主催のセミナー「ＬＣＤがＣＲＴモニター市場に食い込むには－動画表示の観点
から・・・」の予稿集の２０頁から２３頁の方式より高輝度な表示が得られた。また、輝
度を増大せず、パネル面内での輝度ムラをなくすようにバックライトの点滅時間を調節し
たところ、極めて高画質な表示が得られた。更に、補償板をコンプルメンタリ・πセル・
ストラクチャー（ＣＰＳ：Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　ｐｉ－ｃｅｌｌ　ｓｔｒｕｃｔ
ｕｒｅ）モードの構成に変えたところ、色むらのほとんどない高画質な表示が得られた。
【００９６】
次に、図２０を参照して、本発明の第２の実施例について説明する。図２０は、本発明の
第２の実施例における光源のタイミングを示す概略図である。本発明の第２の実施例では
、第１の実施例と液晶表示モードは同様であるが、カラーフィルタおよび突起状のスペー
サを形成せず、シリカによる球状スペーサを散布してパネルを作製した。この液晶表示部
に、色時分割光学系を組み合わせた。色時分割光学系としては、まず、白色光源に回転式
の色時分割用の色フィルタを用いた構成を使用した。光源の点滅のタイミングは、図２０
（特願平１０－０４１６８９号公報の図１１）の方法によった。これにより色時分割によ
る表示が可能であった。
【００９７】
次に、図２１を参照して、本発明の第３の実施例について説明する。図２１は、本発明の
液晶表示装置の第３の実施例において使用する光学系を示す概略図である。第３の実施例
では、第２の実施例の色時分割光学系を次の光学系に変更した。本実施例での色時分割光
学系は、米国のカラーリンク（ＣｏｌｏｒＬｉｎｋ）社の米国特許５７５１３８４号に示
される高透過率の２色偏光板を用い作製した例を次に示す。図２１に光学系の概略を模式
図で示す。白色光源の光（図の左下の矢印で入射方向を示した）を、偏光分離素子５５を
用い２種類の直線偏光に分けた後、一方の直線偏光に偏光回転素子５６を用い他方の直線
偏光と同じ振動方向とした後、合成した。この偏光変換の方法により、白色光は極めてロ
スが少なく一方の直線偏光に整えられる。ここではミラー５７を用いたが、光学系の工夫
によっては必要ない。また、構造によっては偏光変換光学系を更に薄型にする事も可能で
ある。この後、黄色－青色２色偏光板５８，液晶素子Ａ５９，単色偏光板６０，液晶素子
Ｂ６１，シアン色－赤色２色偏光板６２の順で配置する。黄色－青色２色偏光板およびシ
アン色－赤色２色偏光板はＣｏｌｏｒＬｉｎｋ社の構成により極めてロスの少ないものと
した。但し、ＣｏｌｏｒＬｉｎｋ社の構成で入射時に必要とされる単色偏光板をなくし、
前記の偏光変換の方法により構成したので、光のロスが極めて少ない。この方法では、液
晶素子Ａ５９および液晶素子Ｂ６１の各々で、偏光を９０度回転する条件と、偏光を回転
させない条件をスイッチングすることを組み合わせる事により、黒・赤・縁・青の光を出
力することが可能である。この方法により、図４１の方式での色時分割が可能であった。
この方式では、第２の実施例に比べて更に光の利用率が高く良好な表示が行えた。
【００９８】
次に、本発明の液晶表示装置の第４の実施例について説明する。
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【００９９】
本発明の第４の実施例は、スメクティック液晶に本発明を適用した例である。ＴＦＴ基板
およびＣＦ基板は第１の実施例と同様に作成した。但し、カラーフィルタの各色の内１色
の膜厚を１．６ｒｍとし、この層のみを使用して凹凸構造を形成した。また、表示領域の
外部にも凹凸構造を表示領域を取り囲み、且つ、一部領域のみ開いた形状に設けた。この
表示領域の外部の凹凸構造がシール材の壁の代わりをなし、口が開いた領域が液晶注入口
となる。また、コンタクト部の絶縁層はパターニングし除去した。その後、両基板にスピ
ンコート法によりポリアミツク酸を塗布し１８０℃でベーキングしイミド化しポリイミド
膜を形成した。このポリイミド膜をナイロンを使用したパフ布を直径５０ｍｍのローラー
に巻き付け、ローラーの回転数６００ｒｐｍ、ステージ移動速度４０ｍｍ／秒，押し込み
量０．７ｍｍ，ラビング回数２回で１０°クロスラビングとなるような方向にラビングし
た。接触段差計で測定した配向膜の厚さは約５００Åであり、クリスタルローテーション
法で測定したプレチルト角は１．５度であった。このような一対のガラス基板をラビング
処理方向が互いに１０°クロスラビンクとなるように両基板を対向させて配置し２２０℃
の熱処理により配向膜に用いたポリイミドを更に硬化させて接着性を持たせ、ギャップ１
．６μｍのパネルを組み立てた。このバネルに、アジア・ディスプレイ９５の６１頁から
６４頁に示されるＶ字型スイッチングをする反強誘電性液晶組成物と同様の液晶組成物を
、真空中において８５℃の等方相（Ｉｓｏ）の状態で注入した。この液晶の自発分極値を
三角波を印加して測定したところ、１６５ｎＣ／ｃｍ２であった。また、応答速度は階調
電圧によって異なったが、２００マイクロ秒から８００マイクロ秒の間であった。８５℃
のまま、任意波形発生器と高出力アンプを用いてパネル全面に周波数が３ｋＨｚで振幅が
±１０Ｖの矩形波を印加し、電界を印加しながら、室温まで０．１℃／ｍｉｎの速度で徐
冷した。このようにして作製した液晶パネルに、駆動用のドライバＩＣを取り付け液晶表
示部とした。得られた液晶パネルの表示は、十分なコントラストが確保されており（コン
トラスト比２００以上）、広い視野角を有しており、且つ、焼き付きや残像の無い良好な
表示であった。液晶配向は１０°のクロスラビングの中央、すなわち、各々のラビング方
向から５°ずれた位置に配向していた。
【０１００】
本実施例の駆動方法では、本発明の駆動方法の第２４の実施の形態のうち、第１４の実施
の形態を採用した第２１の実施の形態を使用した。入射光源として、第３の実施例のＣｏ
ｌｏｒＬｉｎｋの方式による色時分割光学系を使用した。但し、液晶素子Ａおよび液晶素
子Ｂでは、電極をパターニングして形成することにより、走査式で使用できるようにした
。液晶素子ＡおよびＢで使用する液晶は、強誘電性液晶によるＳＳＦＬＣ（表面安定化強
誘電性液晶）を用い高速応答を実現した。本実施例では、高画質な色時分割法による表示
が実現された。
【０１０１】
次に、本発明の液晶表示装置の第５の実施例について説明する。
【０１０２】
第１の実施例と同様としたが、光源として、明暗点滅光源を使用した。この点滅光源にお
いては、電極をパターニングしたシャッタ効果を有する液晶素子を配置し、走査式とした
。これにより良好な走査式の明暗点滅光源による表示が実現した。この方式では、特にシ
ャッタ用の液晶素子のオン・オフのタイミングを調節することにより、動画表示でのシャ
ッタ効果による改善の度合いを調節することが可能であった。
【０１０３】
次に、図２２，図２３を参照して、本発明の液晶表示装置の第６の実施例について説明す
る。図２２は、本発明の液晶表示装置の第６の実施例によるプレーナ型画素スイッチを示
す断面図であり、図２３は、使用した液晶材料の電圧・透過率特性を示す図である。この
実施例では、ポリシリコン（多結晶シリコン、ｐｏｌｙ　Ｓｉ）のＴＦＴアレイを作製し
、自発分極値が小さいスメクティック液晶材料を駆動した。具体的には、ガラス基板上に
酸化シリコン膜を形成した後、アモルファスシリコンを成長させた。次に、エキシマレー
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ザを用いアニールし、アモルファスシリコンをポリシリコン化させ、更に１００Åの酸化
シリコン膜を成長させた。パターニングした後、フオトレジストをゲート形状より若干大
きく（後にＬＤＤ領域を形成するため）パターニングし、リンイオンをドーピングするこ
とにより、ソースとドレイン領域を形成した。更に、酸化シリコン膜を成長させた後、マ
イクロクリスタルシリコン（μ－ｃ－Ｓｉ）とタングステンシリサイド（ＷＳｉ）とを成
長させ、ゲート形状にパターニングした。更に、パターニングしたフォトレジストにより
必要領域にのみリンイオンをドーピングすることによりＬＤＤ領域を形成した。酸化シリ
コン膜と窒化シリコン膜を連続成長させた後、コンタクト用の穴をあけ、アルミニウムお
よびチタンをスパッタで形成しパターニングした。窒化シリコン膜を形成し、コンタクト
用の穴をあけ、画素電極用に透明電極であるＩＴＯを形成しパターニングした。このよう
にして図２２に示すようなプレーナ型のＴＦＴ画素スイッチを作成しＴＦＴアレイを形成
した。ガラス基板上にはＴＦＴスイッチによる画素アレイのみ設け駆動回路は基板内に設
けず、単結晶シリコンにより外部に取り付けた。このようにして作製したＴＦＴアレイ基
板と、対向電極となるＩＴＯとを全面にパターニングした後、遮光用のクロムのパターニ
ング層を有した対向基板とを用意した。対向基板側に１．８μのパターニングされた柱を
作製し、スペーサおよび耐衝撃力を有するようにした。また、対向基板の断案領域外部に
紫外線硬化用のシール材を塗布した。次に、ＴＦＴ基板と対向基板とを接着した後、液晶
を注入した。液晶材料としては、自発分極値がほぼ１８［ｎＣ／ｃｍ２］で連続階調表示
が可能なスメクティック液晶材料を使用した。また、使用した液晶材料の電圧・透過率特
性は、図２３に示すような形状であった。
【０１０４】
本実施例の駆動方法では、上述した本発明の駆動方法の第２４の実施の形態のうち、第１
４の実施の形態を採用した第２１の実施の形態を使用した。入射光源として、本発明者に
より発明した特願平１１－０１９０９５号公報の第１の実施の形態の光源を採用した。こ
の結果、光のロスがほとんど無く順次走査が可能な光源が得られた。この結果、極めて高
い光利用効率で、高画質が得られた。
【０１０５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の液晶表示装置の駆動方法では、光源が一括点灯式の場合に
おいて各ゲート駆動回路ブロックの走査をほぼ同時にはじめる。従って、表示に使用でき
る期間を長くできるという効果を奏する。
【０１０６】
また、表示期間が長くなり、また、駆動法の工夫により液晶表示と光源との連動が可能で
あるため、光の利用効率が高い液晶表示装置が得られるという効果を奏する。
【０１０７】
更に、駆動回路を分割し、各駆動回路単位を小さくしているため、安価で構成が簡単な駆
動回路が使用できるという効果を奏する。
【０１０８】
また更に、光源と駆動方法との同期を最適化するため、極めて高画質な表示が得られると
いう効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の波晶表示装置の第１の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の液晶表示装置の第２の実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明における液晶表示部の第１の実施の形態の表示領域および駆動回路を示す
概略図である。
【図４】本発明における液晶表示部の第２の実施の形態の表示領域および駆動回路を示す
概略図である。
【図５】本発明における液晶表示部の第３の実施の形態の表示領域および駆動回路を示す
概略図である。
【図６】本発明における液晶表示部の第４の実施の形態の表示領域および駆動回路を示す
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概略図である。
【図７】本発明における液晶表示部の第５の実施の形態の表示領域および駆動回路を示す
概略図である。
【図８】本発明における液晶表示部の第６の実施の形態の表示領域および駆動回路を示す
概略図である。
【図９】本発明の液晶表示装置の駆動方法のリセット形態を示すタイミングチャートであ
る。
【図１０】本発明の液晶表示装置の駆動方法のリセット形態を示すタイミングチャートで
ある。
【図１１】本発明の液晶表示装置の駆動方法の第２８の実施の形態の配線と画素の配置を
示す概略図である。
【図１２】本発明の液晶表示装置の駆動方法の第２９の実施の形態の光照射の様子を示す
概略図であり、（ａ）は４分割されている左上に光を照射している瞬間、（ｂ）は右上に
照射している瞬間、（ｃ）は左下に照射している瞬間、（ｄ）は右下に照射している瞬間
を示す。
【図１３】本発明の駆動方法の第３の実施の形態における走査線毎のタイムチャートであ
る。
【図１４】本発明の駆動方法の第３の実施の形態における、上から１本日の走査線の走査
線電圧と透過率の波形図である。
【図１５】本発明の駆動方法の第３の実施の形態における、上から８本日の走査線の走査
線電圧と透過率の波形図である。
【図１６】本発明の駆動方法の第１１の実施の形態における、走査線毎のタイムチャート
である。
【図１７】本発明の駆動方法の第１１の実施の形態における、上から１本目の走査線の走
査線電圧と透過率の波形図である。
【図１８】本発明の駆動方法の第１１の実施の形態における、上から８本目の走査線の走
査線電圧と透過率の波形図である。
【図１９】本発明の第１の実施例に係わる薄膜トランジスタアレイを示す概略図である。
【図２０】本発明の第２の実施例の一部で採用した特願平１０－０４１６８９号公報の図
１１の光源の点滅法であり、光源輝度と走査線毎のタイムチャートである。
【図２１】本発明の第３の実施例にかかわる色時分割入射光学系を示す概略図である。
【図２２】本発明の第６の実施例で使用したプレーナ型ポリシリコンＴＦＴスイッチの構
造を示す断面図である。
【図２３】本発明の第６の実施例で使用したＶ字型スイッチングの電圧透過率特性を示す
図である。
【図２４】従来のＡＣ駆動法でデータ信号波形を説明する図であり、（ａ）はデータ線印
加電圧の波形図、（ｂ）はゲート線印加電圧の波形図、（ｃ）は高速応答液晶に（ａ），
（ｂ）の電圧を印加した時の透過率変化を示す図である。
【図２５】図２４の従来のＡＣ駆動法での走査線毎のタイミングチャートおよび走査線毎
の表示輝度を示す図である。
【図２６】従来のＯＣＢモードに対してリセット法の駆動を適用した場合の輝度の時間変
化を示す図である。
【図２７】従来のステップ応答を防ぐためのデータ信号波形を説明する印加電圧の波形図
である。
【図２８】図２７の印加電圧の時の透過率変化を示す図である。
【図２９】従来のリセット駆動の形態における全面一括リセットを示すタイミングチャー
トである。
【図３０】従来のリセット駆動の形態における走査リセットを示すタイミングチャートで
ある。
【図３１】従来の疑似ＤＣ駆動法でデータ信号波形を説明する図であり、（ａ）はデータ
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線印加電圧の波形図、（ｂ）はゲート線印加電圧の波形図、（ｃ）は高速応答液晶に（ａ
），（ｂ）の電圧を印加した時の透過率変化を示す図である。
【図３２】図３１の従来の疑似ＤＣ駆動法での走査線毎のタイムチャートおよび走査線毎
の表示輝度を示す図である。
【図３３】本発明の第３の実施の形態による液晶表示装置の概略構成を示す図である。
【図３４】図３３の読み出し回路の構成例を示すブロック図である。
【図３５】本発明の第３の実施の形態による液晶表示装置の１画素分の構成を示す図であ
る。
【図３６】本発明の第３の実施の形態による液晶表示装置のアンプ出力検出時の駆動方法
を示す図である。
【図３７】本発明の第３の実施の形態による液晶表示装置の１画素分の他の構成例を示す
図である。
【図３８】本発明の第３の実施の形態による液晶表示装置のアンプ出力検出時の駆動方法
を示す図である。
【図３９】本発明の第４の実施の形態による液晶表示装置の概略構成を示す図である。
【図４０】本発明の第４の実施の形態による液晶表示装置の動作を説明するためのブロッ
ク図である。
【図４１】本発明の第５の実施の形態による液晶表示装置の概略構成を示す図である。
【図４２】本発明の第６の実施の形態による液晶表示装置の概略構成を示す図である。
【図４３】本発明の第７の実施の形態による液晶表示装置の概略構成を示す図である。
【図４４】本発明の第８の実施の形態による液晶表示装置の概略構成を示す図である。
【図４５】本発明の第９の実施の形態による液晶表示装置の概略構成を示す図である。
【図４６】図４５の補間回路による補間方法を示す概念図である。
【図４７】本発明の第９の実施の形態による液晶表示装置の補正回路部の他の構成例を示
すブロック図である。
【図４８】本発明の第１０の実施の形態による液晶表示装置の概略構成を示す図である。
【図４９】本発明の第１０の実施の形態による液晶表示装置の動作を説明するための図で
ある。
【図５０】従来例による液晶表示装置の構成を示す図である。
【図５１】従来例による液晶表示装置の駆動方法を示す図である。
【図５２】従来例による液晶表示装置における表示専用画素の一構成例を示す図である。
【図５３】従来例による液晶表示装置における表示専用画素の他の構成例を示す図である
。
【図５４】本発明による液晶表示装置の第１１の実施の形態を示す構成図である。
【図５５】第１１の実施の形態の液晶表示装置の駆動方法を示すタイミングチャートであ
る。
【図５６】第１１の実施の形態の液晶表示装置の効果を示す特性図である。
【図５７】第１１の実施の形態の液晶表示装置の変形例を示す構成図である。
【図５８】第１１の実施の形態の液晶表示装置の他の変形例を示す構成図である。
【図５９】第１１の実施の形態の液晶表示装置のさらに他の変形例を示す構成図である。
【図６０】図５９の液晶表示装置の駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図６１】第１１の実施の形態の液晶表示装置のさらに他の変形例を示す構成図である。
【図６２】第１１の実施の形態の液晶表示装置のさらに他の変形例を示す構成図である。
【図６３】第１１の実施の形態の液晶表示装置のさらに他の変形例を示す構成図である。
【図６４】第１１の実施の形態の液晶表示装置のさらに他の変形例を示す構成図である。
【図６５】第１１の実施の形態の液晶表示装置のさらに他の変形例を示す構成図である。
【図６６】図６５の液晶表示装置の駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図６７】本発明の第１２の実施の形態における液晶表示装置の構成を示す構成図である
。
【図６８】第１２の実施の形態の液晶表示装置の１画素分の回路構成を示す構成図である
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。
【図６９】図６８の液晶表示装置の駆動方法を示すタイミングチャートである。
【図７０】第１２の液晶表示装置の効果を示す特性図である。
【図７１】本発明による第１３の実施の形態における液晶表示装置の１画素分の回路構成
を示す構成図である。
【図７２】第１３の実施の形態の液晶表示装置の駆動方法を示すタイミングチャートであ
る。
【図７３】第１１～第１３の実施の形態における液晶表示装置を原理的に説明するための
電流源を用いた等価回路示す構成図である。
【図７４】従来のアナログアンプを付加した液晶表示装置の構成図である。
【符号の説明】
１，１ａ，１ｂ　データ駆動回路
２，２ａ，２ｂ　データ駆動回路
３，４　データ線群
５，５ａ，５ｂ　ゲート駆動回路
６，６ａ，６ｂ　ゲート駆動回路
５ａ－１，５ａ－２，５ｂ－１，５ｂ～２　分割されたゲート駆動回路
６ａ－１，６ａ－２，６ｂ－１，６ｂ～２　分割されたゲート駆動回路
７　色時分割入射光学系
８　液晶表示部
９　同期部
１０　表示領域
１１　明暗点滅入射光学系
Ｇ１，Ｇ２　走査線
Ｄ１ａ，Ｄ１ｂ，Ｄ２ａ，Ｄ２ｂ　データ線
５１　データ電極線
５２　薄膜トランジスタ
５３　走査電極線
５４　画素電極
５５　偏光分離素子
５６　偏光回転素子
５７　ミラー
５８　黄色－青色偏光板
５９　偏光素子Ａ
６０　単色偏光板
６１　偏光素子Ｂ
６２　シアン色－赤色偏光板
１０１　正の書き込み
１０２　正の表示
１０３　負の書き込み
１０４　負の表示
１０５　表示期間
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